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① ごみ排出量全体の推移

（家庭ごみ+事業所ごみ）

ごみ排出量（トン）

１人１日当たり排出量（ｇ）

H18 H19 H20 H28 R3

可燃ごみ 64,232 60,753 55,631 50,394 48,021

資源ごみ 9,680 10,496 9,308 8,802 8,103

不燃ごみ 2,603 2,549 1,731 1,572 1,837

全体 76,515 73,798 66,670 60,768 57,961
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② ごみ排出量全体（ごみ種類別）の推移

（家庭ごみ+事業所ごみ）
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資源ごみ・・・ビン・缶、プラスチック、古紙類、食品トレイ、ペットボトル、乾電池等、木くず・生ごみ等、使用済小型家電



④　人口と世帯数の推移
H18 H19 H20 H28 R3 対H18増減

199,448 198,507 197,474 188,739 183,645

(▲ 941) (▲ 1,033) (▲ 8,735) (▲ 5,094)

74,961 75,393 75,816 79,476 81,064

(432) (423) (3,660) (1,588)

人口
（単位：人）

世帯数
（単位：世帯）

▲6.1%
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③ 家庭ごみと事業所ごみの排出量の推移

家庭ごみ
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⑦　ごみ処理にかかる経費と原価計算（令和元年度環境審議会資料）

（参考）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
令和元年度

（予算）
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

A 48,132 t 34,042 t 33,550 t 32,961 t 32,884 t 32,555 t 32,230 t 31,907 t 31,588 t

B 2,164,994 千円 1,472,373 千円 1,577,690 千円 1,460,643 千円 1,518,844 千円 1,531,134 千円 1,531,134 千円 1,501,850 千円 1,487,208 千円

家庭ごみのトン当たりの処理原価（B/A) C 44,980 円/t 43,252 円/t 47,025 円/t 44,314 円/t 46,188 円/t 47,032 円/t 47,506 円/t 47,070 円/t 47,081 円/t

D 13.5 円/L 12.9 円/L 14.1 円/L 13.2 円/L 13.8 円/L 14.1 円/L 14.2 円/L 14.1 円/L 14.1 円/L

指定袋価格（可燃ごみ大：45L）　（D*0.1*45) E 60 円/枚 58 円/枚 63 円/枚 59 円/枚 62 円/枚 63 円/枚 63 円/枚 63 円/枚 63 円/枚

指定袋価格（可燃ごみ大：45L）の平均

　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　現行：（平成１８年審
議会料金設定数値）

　（Ｈ１７実績）

実績（決算） 見込み

年間家庭ごみ搬入量 

ごみ処理経費
(収集運搬費、運営管理費、施設建設費など)

原
価
計
算

家庭ごみのリットル当たりの処理原価
（C/1,000kg*0.3kg/L）

平成28～30年の3年間の平均60円 令和2～4年の3年間の平均63円



⑧　ごみ処理にかかる経費と原価計算

令和元年度 令和2年度 令和3年度
令和4年度

（予算）
令和5年度 令和6年度 令和7年度

A 48,132 t 33,135 t 33,977 t 33,716 t 33,348 t 33,081 t 32,817 t 32,554 t

B 2,164,994 千円 1,472,348 千円 1,500,042 千円 1,519,512 千円 1,761,974 千円 1,786,413 千円 1,786,413 千円 1,786,413 千円

家庭ごみのトン当たりの処理原価（B/A) C 44,980 円/t 44,435 円/t 44,149 円/t 45,068 円/t 52,836 円/t 54,001 円/t 54,436 円/t 54,875 円/t

D 13.5 円/L 13.3 円/L 13.2 円/L 13.5 円/L 15.8 円/L 16.2 円/L 16.3 円/L 16.4 円/L

指定袋価格（可燃ごみ大：45L）　（D*0.1*45) E 60 円/枚 59 円/枚 59 円/枚 60 円/枚 71 円/枚 72 円/枚 73 円/枚 73 円/枚

指定袋価格（可燃ごみ大：45L）の平均

※令和4年度以降の年間ごみ搬入量を、鳥取市第11次総合計画の目標減量率である前年度比▲0.8％で見込んでいる。

※令和4年度の経費は当初予算額で算出し、令和5年度以降は経費見込とした。

令和元年～3年の3年間の平均60円

ごみ処理経費
(収集運搬費、運営管理費、施設建設費など)

原
価
計
算

家庭ごみのリットル当たりの処理原価
（C/1,000kg*0.3kg/L）

令和5～7年の3年間の平均73円

　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　現行：（平成１８年審
議会料金設定数値）

　（Ｈ１７実績）

実績（決算）

年間家庭ごみ搬入量 

見込み



H30 R1 R2 R3

1,460,643 1,676,333 1,707,628 1,704,102

332,266 336,713 340,911 346,080

22.7% 20.1% 20.0% 20.3%

208,689 221,189 237,431 241,013

14.3% 13.2% 13.9% 14.1%

（ごみ袋収入の充当先）
金額は千円

H20 H30 R1 R2 R3

348,922 332,266 336,713 340,911 346,080

24,802 15,047 13,592 11,151 12,162

77,109 103,825 96,965 87,579 89,509

1,410 281 125 243 260

16,127 4,423 4,842 4,507 3,136

6,975 0 0 0 0

222,499 208,690 221,189 237,431 241,013⑥収集運搬費（家庭ごみ）

充当先

ごみ袋収入B（①～⑥）

②家庭ごみ有料化事業

③ごみ減量化推進事業

④不法投棄対策関係

⑤その他の事業

①再資源化等推進団体奨励金

8.8%

2,537,924

H20

348,922

13.7%

222,499

ごみ処理経費（千円）　A

ごみ袋収入（千円）　B

ごみ袋収入の割合（B÷A）　C

BのうちAに充当した額（千円）　D

Dの割合（D÷A）　E

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

H20 H30 R1 R2 R3

⑨ ごみ袋収入とごみ処理経費について



⑩　周辺自治体における指定袋の料金

市町名 使用区分 容量
価格

（円/枚）
備考

　鳥取市 指定袋 大 45L 60円 平成19年10月から有料化開始

中 30L 40円

小 20L 30円

極小 10L 15円

指定袋 大 45L 30円

中 30L 20円

小 20L 15円

　岩美町 単純従量制 可燃 指定袋 大 45L 25円 平成11年7月から有料化開始

中 30L 23円

小 20L 20円

　八頭町 単純従量制 可燃・ 指定袋 大 650×850 35円 平成9年から有料化開始

白色ﾄﾚｲ・ 中 630×750 30円

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 小 455×650 25円

　若桜町 単純従量制 可燃 指定袋 大 650×850 42円 平成9年4月から有料化開始

中 630×750 36円

小 455×700 24円

　智頭町 単純従量制 可燃 指定袋 大 650×800 60円 平成9年4月から有料化開始

中 540×620 40円

小 430×490 25円

ペットボトル 指定袋 650×800 30円

県中部都市 　倉吉市 単純従量制 可燃 指定袋 大 650×830 31円 平成7年10月から有料化開始

小 500×680 21円

　米子市 単純従量制 可燃 指定袋 大 40L 63円 平成19年4月から有料化開始

中 30L 47円

不燃 小 20L 31円

極小 １0L 16円

　境港市 単純従量制 可燃 指定袋 家庭用　大 40L 41円 平成16年10月から有料化開始

家庭用　中 30L 31円

家庭用　小 20L 20円

家庭用極小 10L 10円

事業所用 40L 62円

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 大 50L 20円

小 10L 10円

松江市 単純従量制 可燃 指定袋 大 45L 61円 平成17年4月から有料化開始

中 30L 40円

小 20L 27円

極小 10L 13円

出雲市 単純従量制 可燃 指定袋 大 40L 52円

小 20L 31円

特小 10L 15円

島根県主要都市

県西部都市

種類

県内東部1市4町 単純従量制 可燃

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類



⑪　負担軽減措置

交付場所 枚　　数

-3
長寿社会課
各総合支所市民
福祉課

60枚（年2回に分
け申請１回につき
30枚）

生活保護世帯
生活福祉課
各総合支所市民
福祉課

120枚（2か年分）

特別医療受給資格
証交付時に申請

保険年金課
各総合支所市民
福祉課

60枚（1か年分）

生活保護世帯
生活福祉課
各総合支所市民
福祉課

60枚（1か年分）

（負担軽減措置によるごみ袋交付実績）

 令和元年度 令和２年度 令和３年度

人数（人） 253 276 210

交付枚数（枚） 5,060 5,470 4,150

人数（人） 193 195 187

交付枚数（枚） 5,790 5,850 5,610

人数（人） 1 5 5

交付枚数（枚） 30 150 150

人数（人） 1,330 1,342 1,247

交付枚数（枚） 159,600 161,040 149,640

人数（人） 115 117 96

交付枚数（枚） 6,900 7,020 5,760

人数（人） 1,892 1,935 1,745

交付枚数（枚） 177,380 179,530 165,310

鳥取市に転入した２歳未満の乳幼児

合　　計　

家族介護用品購入費助成事業受給
者（要介護４または５の在宅介護高
齢者で住民税非課税世帯）

対象者

重度障害者（日常生活用具給付事
業のうち紙おむつ券受給者）

要介護４または要介護５で住民税非
課税世帯の在宅ひとり暮らし高齢者

２歳未満の乳幼児のいる世帯

福
祉
的
配
慮

子
育
て
支
援

１．交付枚数　支給対象者１人に対し、年間市指定袋（可燃ごみ中：30 ）６０枚を交付します

２．交付方法　交付対象者に、次のとおり交付します

②    転入（２歳未満）

在宅ひとり暮らし高齢者（要介護）４または５で住民税非課税世帯

-4 乳幼児

①    出生

特別医療受給資格
証交付時に申請

交付対象者

-1

家族介護用品購入費助成事業の受給者

（要介護４または５の在宅介護高齢者で住民税非課税世帯）

-2

重度障害者日常生活用具給付事業の受給者

（うち紙おむつ給付券受給者）

※運動機能障害（脳性麻痺）

60枚（年3回に分
け申請１回につき
20枚）

60枚（年2回に分
け申請１回につき
30枚）

120枚（2か年分）

障がい福祉課
各総合支所市民
福祉課

長寿社会課
各総合支所市民
福祉課

保険年金課
各総合支所市民
福祉課



⑫　山陰主要都市の可燃ごみ搬入手数料

最低目盛 最低単価 加算目盛 加算金額 トン当たり単価 備考

10kg 120円 10kg 120円 12,000円 料金は鳥取県東部行政管理組合が定める

倉吉市 10kg 125円 10kg 125円 12,500円
搬入施設は、鳥取県中部ふるさと広域連合の
ほうきリサイクルセンター

米子市 10kg 199円 10kg 199円 19,900円

境港市 10kg 178円 10kg 178円 17,800円

松江市 50kg  直搬500円 10kg 80円 8,100円

100kg
事業系
2,030円 10kg 200円 20,030円

出雲市 10kg 直搬52円 10kg 直搬52円 5,200円

10kg 事業系157円 10kg 事業系157円 15,700円

県
内
他
都
市

島
根
県
主
要
都
市

鳥取市



⑬大型ごみ処理手数料改定案一覧表

　○大型可燃ごみ処理原価 可燃　40円/kg
　○大型不燃ごみ処理原価 不燃　60円/kg
　○分別解体作業費（分単位） [改]処理困難27円 （分あたり）
◆「大型ごみ処理手数料算定料金」＝「大型ごみ処理原価」×「平均重量」＋「分別解体作業費」　

重量 分解時間 分解加算  現行手数料(円）  算定料金(円） 改定後 改定／ 改定理由 現行との差
13 いす型あんま機 不 40 2,400 ○ 20 540 2,500 2,940 3,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 500
20 臼（うす） 可 50 2,000 ○ 20 540 700 2,540 2,500 改定 重量および解体所要時間見直し（10ｋｇ⇒50ｋｇ） 1,800
24 塩化ビニール管１本(180cm以上） 不 5 300 800 300 500 改定 重量見直しにより改定（15ｋｇ⇒5ｋｇ） -300
35 オルガン 不 50 3,000 2,500 3,000 持出禁止 規約変更 持出禁止へ変更（処理困難） -
61 キャビネット 不 15 900 800 900 1,000 改定 処理単価増により改定 200
74 下駄箱　（幅及び高さの合計が２ｍ未満のもの） 可 20 800 ○ 10 270 700 1,070 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300

下駄箱　（幅及び高さの合計が２ｍ以上３ｍ未満のもの） 可 30 1,200 ○ 10 270 1,100 1,470 1,500 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 400
下駄箱　（幅及び高さの合計が３ｍ以上のもの）の規定を追加 可 40 1,600 ○ 10 270 1,400 1,870 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 600

84 琴 可 30 1,200 900 1,200 1,000 改定 処理単価増により改定 100
92 サーフボード 不 10 600 500 600 持出禁止 規約変更 持出禁止へ変更（処理困難） -
96 サイドボード 可 30 1,200 900 1,200 1,000 改定 処理単価増により改定 100

120 食器棚　（幅及び高さの合計が２ｍ未満のもの） 可 15 600 ○ 10 270 700 870 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300
食器棚　（幅及び高さの合計が２ｍ以上３ｍ未満のもの） 可 30 1,200 ○ 10 270 1,100 1,470 1,500 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 400
食器棚　（幅及び高さの合計が３ｍ以上のもの） 可 40 1,600 ○ 10 270 1,400 1,870 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 600

130 スチール整理棚　（幅及び高さの合計が２ｍ以下のもの） 不 15 900 800 900 1,000 改定 処理単価増により改定 200
スチール整理棚　幅及び高さの合計が３ｍ以上のもの） 不 40 2,400 2,000 2,400 2,500 改定 処理単価増により改定 500

134 ステンレスパイプ棚 不 15 900 800 900 1,000 改定 処理単価増により改定 200
143 スプリングマットレス 不 20 1,200 ○ 120 3240 1,700 4,440 3,000 改定 解体困難、分解時間増加、作業料金上昇 1,300
150 洗面台 可 40 1,600 ○ 25 675 1,800 2,275 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 200
162 たんす　（幅及び高さの合計が２ｍ未満のもの） 可 15 600 ○ 10 270 700 870 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300

たんす　（幅及び高さの合計が２ｍ以上３ｍ未満のもの） 可 30 1,200 ○ 10 270 1,100 1,470 1,500 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 400
たんす　（幅及び高さの合計が３ｍ以上のもの） 可 40 1,600 ○ 10 270 1,400 1,870 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 600

180 テーブル（食卓用以外／木製） 可 20 800 ○ 10 270 800 1,070 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 200
201 戸棚　（幅及び高さの合計が２ｍ未満のもの） 可 15 600 ○ 10 270 700 870 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300

戸棚　（幅及び高さの合計が２ｍ以上３ｍ未満のもの） 可 30 1,200 ○ 10 270 1,100 1,470 1,500 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 400
戸棚　（幅及び高さの合計が３ｍ以上のもの） 可 40 1,600 ○ 10 270 1,400 1,870 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 600

206 流し台 可 40 1,600 ○ 25 675 1,800 2,275 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 200

243
ベッド（シングル） 可 40 1,600 ○ 10 270 1,800 1,870 廃止 改定

スプリングマットレスを含む処理手数料であった
ため廃止し、ベッド枠（シングル）の手数料を新た
に設ける

-

ベッド枠（シングル） 可 10 400 ○ 10 270 - 670 500 新設 ベッド枠（シングル）のみの処理手数料を算出し -

244 ベッド（ダブル／セミダブル／２段） 可 55 2,200 ○ 10 270 2,300 2,470 廃止 改定
スプリングマットレスを含む処理手数料であった
ため廃止し、ベッド枠（ダブル／セミダブル／２
段）の手数料を新たに設ける

-

ベッド枠（ダブル／セミダブル／２段） 可 20 800 ○ 10 270 - 1,070 1,000 新設
ベッド枠（ダブル／セミダブル／２段）のみの処理
手数料を算出し新設

-

252 ベンチ（家庭用／50㎝以上） 不 15 900 800 900 1,000 改定 処理単価増により改定 200
262 本棚（スチール製）⇒（幅及び高さの合計が２ｍ未満のもの） 不 15 900 800 900 1,000 改定 処理単価増により改定 200

本棚（スチール製）⇒（幅及び高さの合計が２ｍ以上３ｍ未満のもの） 不 30 1,800 ○ 10 270 1,500 2,070 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 500
本棚（スチール製）⇒（幅及び高さの合計が３ｍ以上のもの） 不 40 2,400 2,000 2,400 2,500 改定 処理単価増により改定 500
本棚（木製）⇒（幅及び高さの合計が２ｍ未満のもの） 可 15 600 ○ 10 270 700 870 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300
本棚（木製）⇒（幅及び高さの合計が２ｍ以上３ｍ未満のもの） 可 30 1,200 ○ 10 270 1,100 1,470 1,500 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 400
本棚（木製）⇒（幅及び高さの合計が３ｍ未満のもの） 可 40 1,600 ○ 10 270 1,400 1,870 2,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 600

263 マッサージ機 不 40 2,400 ○ 20 540 2,500 2,940 3,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 500
277 物干し台（コンクリート台） 不 10 600 ○ 10 270 700 870 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300
284 レンジ台（電子レンジ用） 可 15 600 ○ 10 270 700 870 1,000 改定 処理単価および分解作業単価増により改定 300
289 料金表にない品目　（可燃物／20ｋｇまで） 可 20 800 500 800 500 据え置き -
290 料金表にない品目　（可燃物／30ｋｇまで） 可 30 1,200 1,000 1,200 1,000 据え置き -
291 料金表にない品目　（可燃物／40ｋｇまで） 可 40 1,600 1,300 1,600 1,500 改定 処理単価増により改定 200
292 料金表にない品目　（可燃物／50ｋｇまで） 可 50 2,000 1,500 2,000 2,000 改定 処理単価増により改定 500
293 料金表にない品目　（不燃物／10ｋｇまで） 不 10 600 500 600 500 据え置き 基本料金として500円からとした。 -
294 料金表にない品目　（不燃物／20ｋｇまで） 不 20 1,200 1,000 1,200 1,000 据え置き -
295 料金表にない品目　（不燃物／30ｋｇまで） 不 30 1,800 1,500 1,800 1,500 据え置き -
296 料金表にない品目　（不燃物／40ｋｇまで） 不 40 2,400 2,000 2,400 2,500 改定 処理単価増により改定 500
297 料金表にない品目　（不燃物／50ｋｇまで） 不 50 3,000 2,500 3,000 3,000 改定 処理単価増により改定 500

1分につき27円加算 1分につき24円加算

№ 品　　　　　　　目 可燃 単価 分別

改定（案） 現行

40円／ｋｇ 30円／ｋｇ
60円／ｋｇ 50円／ｋｇ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭鳥取県東部周辺自治体のごみ減量化施策



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


